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■ 補足事項 

ページ・行数 項目 内容 

P92 19 行目 

P93 6・7 行目 

社団法人の記載に

ついて 

平成 20 年 12 月 1 日に公益法人制度改革関連 3 法が施行され、従来の公益法人は、公益社団・

財団法人若しくは一般社団・財団法人に移行するため、平成 25 年 11 月 30 日までに行政庁に移行

申請し、その上で、移行認定・移行認可を受ける必要があります。 

現在は 5 年間の移行期間中であり、移行認定・移行認可を受けていない公益法人があるため、本

文においては社団法人と記載しています。 

 
■ 正誤・修正表 

ページ・行数 誤（修正前） 正（修正後） 

P41 33・35 行目 

P42 2･4・40 行目 
用途地域の指定のない地域 用途地域の指定のない区域 

P61 35 行目 建築過程または土木過程 建築課程または土木課程 

P62 18 行目 平 20 国交告第＊＊＊条 平 20 国交告第＊＊＊号 

P120 4 行目 平成 6 年 6 月に施行 平成 6 年 9 月に施行 

P128 17 行目 用途地域の指定がない地域 用途地域の指定がない区域 

P133 12 行目 住宅用防災危機 住宅用防災機器 

P175 18・27 行目 

P176 1 行目 
チェーンド・マス・ダンパー チューンド・マス・ダンパー 

 


